
農業委員会受付

農地法第3条の規定による許可申請書

支庁受付

地

様式第1号の1

下記(

の

)( )　賃借権　を(

採草放牧地　　　に

行規則第2条の規定により許可を申請します｡

平成19年　　月　　日

千　葉　県　知　事　様

(白井市農業委員会会長)
様

設　定

移｢転

)したいので､農地法第3粂第1項および同法施

申請者

譲受人　氏名(名称)

譲渡人　氏名(名称)

記

1申請当事者の氏名(名称)､住所､職業および年齢

当事者 倩�kﾂ�年齢 ��Xｼb�現住所 儖Xﾖﾂ�

譲受人 ��● t■ ����I -■ ��

譲渡人 ��響 ���I)-.J/.一七一一-丁へ ��

2　許可を受けようとする土地の所在､番地､地目､面積､利用状況､普通収穫高および耕作者の氏名また

は名称

所在.地番 �&韭��冤ｩ���10アール 当り普通 凉駅���8ｻR�所有者 氏名 凉駅��"�儖Xﾖﾂ�台現 劔剋＊ｼ 凉駅��

帳 仆R�假ｸｦ靼"�忠kﾈ���(名称) 侈�ﾋB�

畑 價��991ni 友ﾈ��ﾊﾈ冷� �� ����x��� 

畑 價��981m2 � �� �� 

以下余白 �� �� �� �� ��

3　権利を設定し､または移転しようとする事由の詳細

高齢化にともない耕作が出来なくなり､又､後継者が農業に従事できず賃借権を設定
4　権利を設定し､または移転しようとする契約の内容

賃貸借契約



様式第1号の2

5　権利を設定､移転しようとする当事者およびその世帯員が現に所有し､または使用収益権を有する農地

および採草放牧地の面積ならびにこれらの者が植原に基づき現に耕作または養吾の事業に供している農地

および採草放牧地の面積

譲受人 劔剌�n人 

所有地 劍妺?ﾉ&��佝�9&��t�ｸx��

自作地 ��ﾙWI&��その他 侏ｸ,俟ｸﾞﾂ�(h,ﾉ7�&��x��その他 剋ｩ作地 傅ﾈﾞﾉ&��貸付地 佝�9&��

(争 ���③ 刧D 刧@ ���③ ��ｸt��

田 ���0 ���0 ���0 ��ﾃ33"�0 ���1,332 

畑 鼎�#r�0 ���1972 ���6799 ���ﾃ�Cb�0 ���10,046 

樹園地 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

計 鼎�#r�0 ���1972 ���6799 免ﾂﾃ3s��0 ���ll,378 

採草放牧地 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

山林その他 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

6権利を取得しようとする者またはその世帯員(構成員)がその耕作または養吾の事業に従事している状況 権利を取得

およびその労働力以外の労働力に依存している状況(法人にあってはその法人のその耕作または養吾の事

業に係る労働力の状況)

氏名 僖驃��性別 侈�y稲i;竟"�,h,ﾉ��[��職業 僞�ﾈｼb��駟?ｩ�B�備考 

世 也 甲 負 ( 棉 成 負 ヽー ��- �&｢� ��265日 辻�

栄 用 苓蒔R鉗鉗鉗鉅���ｲ�- 『■ �&｢�&｢�¶{■ ¶■ 僞�b�E�b�義二 I 白�

季節雇.臨時雇 剩N間延日数男日女日 

7　権利を取得しようとする者およびその世帯員の農楼具および家畜の保有状況

農橿具 劔�i'ｲ�

種類 �:驂ﾙZﾉkb�ｮﾘﾗy?ﾉuﾂ�.��動力揚水 機購入予 定 �8ﾘ�ｸ5��8ｨ�ｸ8(4��ﾗy?ﾉuﾉ.��軽トラック 購入予定 �6y�ﾈ5籐�ﾂ�ｨ��ﾔﾄﾂ倆�?ﾂ�該当なし �� �� 

数量 ���1 ���1 ��� �� �� 

8　その他参考となるべき事項

･農閑期には飯野正男氏の農地の手伝いをしながら技術習得をする計画です｡また､必要に応じて臨時雇いを雇

■ヽ

用し人手不足を解消します｡

･譲渡人に川上一江氏には､トラクター等を借りるほか､随時営農に関する知識･技術指導を受けていきます｡



様式第3号

計　画　書

1申請土地選定理由

農業が好きで､小学6年生頃から､空き地で野菜(ジャガイモ､なす､トマト､カボチャなど)の栽培をしておりま

したoまた､夏休みには父の実家で造園の手伝いなどもしておりましたが､平成瞥年曹月中旬に知人の-■

1■{さんの畑の果樹の作付け･手入れをまかされましたo ■『欝きんが高齢のため農業をやめたいとの事から､

一部買取･一部借りて農業をはじめる計画をたてましたo

2年間作付計画 

作付時期 俥ﾉm｢�農件業細事延日数 

9月頃～10月頃 �486�5x4粨靑飄粐�約60日 
キューィ.ブルーベリー 弍�,�ｩYH,ﾘﾞﾉWH*��-ﾒ�

3　年間収支計画(※新規に農業経営を行う場合のみ記載)

生産収益 生産経費 

項目 ��rﾘxB��Xｾ�ｧ｢�竰�項目 仞�ｧ｢�竰�

1肥料､農薬 �3��ﾃ����1いちじく �"ﾃ##2ﾃc���

2運送費 ��S�ﾃ����S��ﾃ����田�ﾃ����2桃 田s�ﾃcィ�##津#S��Ss津�����#"ﾃC���

3その他経費 4人件費 �3梅 47.ルーへ†リ- 5キューイ 

計 ��ﾃ���ﾃ����計 釘ﾃS#Bﾃ�3B�

4生産物の処理方法(出荷先等を明記することoH※新規に農業経営を行う場合のみ記載) 

通信販売(インターネ外販売)･街道沿での販売､日本ブルーへ●l)一協会等の各業界の協会に加盟し販路の拡大

につとめ,また､各市場や農協に加盟､農協の直売所や各市場に参入し販売の拡大に努める｡

5農機具､作業場､倉庫等の確保方法(※新規に農業経営を行う場合のみ記載)

~hT一　一サ

管理機･耕作機等は川上さん宅に保管､作業場･倉庫についても同様の計画です｡

遺作距離等(※住所のある市町村の区域外にある農地等に係る申請の場吾のみ記載)

(1)連作距離

(2)適作時間

(3)適作方法(交通手段)

(記載要領)

1 5km

10分

軽トラックを使用する

1 ｢2　年間作付計画｣は､時期ごとに作付する作　目　を区分し､

その農件業に従事する予定延日数を記載すること｡

2 ｢3　年間収支計画｣は､作物の栽培から販売等にかかわる

収支について概算額を記載すること｡
ヽ▲



千葉県白井市富塚1 剴�S定�S��YH�｢�7�&�,ﾈｶ���粐� 僮 劔�9YH馼ﾘ��洩顋��7�&竰�

【 【不動産番号】. 剳¥.港 僮l 】 ��I ;.:.tg lll I I 冰��I 仭��ﾂ����紵D褫8ﾈ緤?｢�地図.番号..■ �.凍.顔.∴ 

1■■■■■■■■■■■-i■-一一---- � 白�I ��

【所ー在.I �� � ��妄…一 I l ��
~~一丁I~ー~【~~■,~■¶■■■ 冤 

【①地番】 �-【一②地目】 鳴�【③地積】 侏��ﾂ�I I ��亡原因及びその日付】 劔',【.登.記.の日付】 

● 剩ｨ 湯�������ー■■ ド ) I ��冰ﾙI"�ﾈ���剪ﾉG�粐����

余白 � 余白 冰ﾙI"� 冰ﾙI"�劔傴ｩ��c9D馘�k��}��c3xﾘiXﾒ��Y�c(ﾄ��c(ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.�｢�

記 平成14年3月6日 

【 剏｠弄 �.��忠 口 �<�椅(ｾb��ｩ��tﾈﾊ�,亊h+x.倬hﾘ���

【順位番号】 凵y登記の目的】 劔��假9WID霾�?｢韵9WIMHﾘh�ｨ爾�【原因】 � 
【権利者.その他の`事項】 

1 剌�助t所有権移転仮登記 劔傴ｩ��C�D��ﾈ�#�?｢�昭和40年二二_.1月29日売買(負 � 
権利者 

第277.号 ��強農坤時弊3条の許可)- 俛蔚#h墺靹"ﾘﾅ(ｴﾉ{ﾘ昏ﾋ�"粐�

所有権移転 劔傴ｩ��C)D��(ﾈ��I?｢� �ﾉ��ﾔｸﾜ逸Ixｨﾈ��i?ｩHIH2�･.■所有者■-●一一一一一一一一一一一一---- 
■第770-4号 劔xｩ�ﾓiMH,ﾉ6�ﾈ/�昏ｴﾂ�

■.余1針! 劔冰ﾙI"粐� ��廃却6.....3年法準省令欝37号細則勢..:.2...A.第.2.-項の規 虜により移記 ･∴平成1.4...年3pB.I,;二i.r,紬 

2 剌蒲L権移転 劔兌ﾙ�ﾂ��簽rﾙD���ﾓ3｣｢霾紿ｬ2�� ��薄有意 

*　下線のあるものは抹消事項であることを示す｡　　　　　　　　　　　　　　　整理番号　K59-411 ( 5/6 )　　1/2
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;
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千葉県白井市富塚1_059.｢1 剪�全部事項証明書(土地) 

【順位番号】 一' �����6�ﾈ,ﾉmｩ4��｢�【■受付年月日.受付番朝三 I ��ｲ�周】 ��侈�y逸(+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ馼ﾘ��｢�

I ��■ヽ ��

罪 I I ��冤兒｢紵Zｨ,ﾃ%��B饂ｨ,ﾃ��蔦IZｨ,ﾅ���

3 �/��*ﾘｺItﾈ�)�8蹴�平成●●年●月一鎗日 ����8,�6�ﾉkﾈｶ�,ﾈ��Yﾂ�傀ｩtﾈ�"�

持分全部移転 ��iT�}h�ﾈ�ﾈﾘb�剋摯ｪ2分の1 ______】- 

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である｡ただし､登記記録の乙区に記録されている事項はない｡

(千葉地方法務局成田出張所管轄)

平成19､年6月27日

千葉地方法務局松戸支局

*　下線のあるものは抹消事項である.ことを示す｡

登記官

整理番号　K59411 ( 5/6 ) 2/2
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千葉冒白井市ぬ千葉県臼井市冨塚1059rTp2 【日官立 劔 ��剔S部事項証明書(.土地) 

表怒 【不動産口■. 劍ﾅ8�｢�7�&�,ﾉUﾈ鹵ﾒ�� 冤 ��潮鰻∵軍政...1.4年 �8ﾈ緤?ｩ&��ﾙMHﾘb饅る(ﾙm｢���

㌔.番号】. 【所在】 【①地 劔��� 剪�

Ill ��t 冢ﾉ�2�� 

番】 �.【.②地目】 ���)&����｢����ﾂ� ��ｲ���雄原因及びその一日付】. �1【登記の日付】 ��

番亀 剩ｨ 
9=.献l∴ � ��zL;[.:倭.也 ヽ 劍ｽxｩb�

余白 剽]白 余白 � 剽]白 劍諸��c9D馘�k��}��c3xﾘiXﾒ��Y�c(���c(ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.�｢�ｴﾂ�[ﾙ�ﾃ�ID�8ﾈ緤?｢� 

ーLLJB屋敷エ 劍8ﾘ8��】(所有権に関する事項) 劔剪�【順位番号】 i �(ｴﾈ,ﾉmｩ4��ｨ�假9WID霾粳f�韵9WIMHﾘh�｢�凵y原因】 劔��侈�y逸"���(�"��献H��Lｸ,ﾈﾛ�<x邊闕｢�その他の事項】 :記 ��

所有権移転昭和●嶋年輪月徽●日 舞鴨●●鶴号 劍ﾖ)��B�8争. �8以餤�}i?ｩHIH2�

2 唳uﾙI)uﾙI"�� �� �� ��諸��ｬ32颯馘�k�ﾄ)}����讀Sｨ,定.h5H昏ｴﾂ�ｨ�����ﾙ�ﾈｩｹ8吋��ﾈﾈ顋�m｢�滞'L3∴7■号附則第.2∴桑野.2..r項の規 ��･.所有権移転,平成.日各_:抑儀日.. ■第●嶋鶴亀号 劔劔I..:尭覇者... 山■■■■■■■▲一▲一一■■■■ト一 掃卦4■■:'.分の.i...-J~- ��

*　下線のあるものは抹消事項であることを示す｡　　　　　　　　　　整理番号K5.9机1 ( 6/6 )　1/2
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千葉県白井市富塚1059.や2 劔剪�全部事項証明書(土地) 

【順位番号】 ���6�ﾈ,ﾂ駑ｩ4��｢�【受付年月',冒.受付額軸.=:‥`:.I 鳥 白���l I l �� 亦�..::,Bg.J]: ��俾ﾙy逸(+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ韜hﾘ��｢�

3 ∫ ��I ∴H l l 鳴�蔕ﾂ罎��B���l 鳴�,�*ｲ�i 鳴�Jl 】 的Zｨ,ﾂ����豆ﾄ･BsｧIIRﾘ�ﾈ�ﾈ睆I:ﾖ┼�r窗+ﾘ*ﾒﾓ､�ｲ粐u途羇簫篦簫�*豆､ｦﾂ�IZｨ,ﾅ���ﾒ�平成■鼻●年4月1離日 第●●●●号 
■を惨く共有者全員 持分全部移転 剪���亢冕xｶ�,ﾈ��Yﾂ��所有者Ⅳ 担分2分q)1 

これは登識把録に記録さ堅㌣_'華甲頑の全部を証明した書面である｡ただ転､東証線の畜区に記録されている事項はない｡
J　　　___-　一■_▲　t･. L

(千葉地方牲務滞成田､出､張所管轄)

平成-19年6月27日

千葉地方法務局松戸支局

*　下線のあるものは抹消事項であることを示す｡

登記官 棉 正

整理番号　K59411 ( 6/6 ) 2/2
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考えてみよう､あなたの営農計画

住　　所　〒

氏　　名

生年月日　　昭和●8年轟月e義日(尋●歳)

職　　業

1.家族について

【家族構成】

氏名 僖驃��続柄 ��Xｼb�備考 (就農に関する同意等) 

I■ 辻� �6H���

∫ 

▼`! �� ��

2.就農の動機と目標

(1)就農の動機(なぜ農業を始めたいか､どのような経営を目指すのか)

農業が大好きで小学6年頃から空き地で野菜(ジャガイモ､ナス､トマト､カボ

チヤなど)の栽培をしていました｡また､夏休みには父の実家において造園の手

伝いなどもしてまいりましたが､平成曇8年●轟月中旬に知人の≡…さんの

畑に果樹の作付け手伝いをまかされてきましたが､ ¶■lさんが高齢のため農業を

やめたいとの事からその土地を一部借入､一部買い取り農業を始めます｡ついて

はまだ経験不足なので､別紙空≡さん禰『巨んの指導を仰ぎたいと思います｡

(2)経営の目標

I.JL　一丁

経営部門 �ｨ�馼ｯ9eﾙ&闔fh��E�隸ｦﾉ[ﾙ�ﾈ��D霾��

作目 �486�5x4�*yG�4ﾈ8X�ｸ487X8ｸ�ｸ7�8ｨ�ｸ5H4�8�987ｲ�

規模 �ｨ�/�cr纉�4��ｸ8ｸ,X､ｨ跌'h+X-ﾈ+v�+ｸ,ﾈ*H+��偵s(4��ｸ8ｸ,ﾒ�

借地､残りは所有権を移転する計画ですo 

所得目標 儉ﾉHHﾇh柯,ﾓID靜8/�uﾉ.�+X,H*�.�-ﾈ+v�ｩ;駑ｩUx,h+X,H,ﾓB餃ﾉHB��

収支計画に記載しておりますo 

労働力 倩�kﾂ�年齢 ���[��農業経験 僖隴IE�b��駟?ｩ�B�

『■ 辻�電曇年 畔�W'蕭B�

雷 亰B�雷■年 ��

稔 佇�8r�¶■年 ��
>珊 
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3.技術習得に関する事項(予定を含む)

学校教育 ● 乂xﾕ｢靆H�9�h,ﾉkﾈ��所在地 仆8屍靆H�8ｯｨｭB�業大学校 �� 

研修内容 

施設研修 �:��Xｧxﾕｨ,ﾈ��E��OXﾗXﾜ�/��8ﾗX+x.冰ﾉ.��

農業法人等 実務研修 侈H�9�h,ﾉkﾈ��所在地研修期間 

研修内容 

その他 冖ﾈ��所在地 剏､修期間 

- 
義 

研修内容 

土壌の改良､肥料知識､果樹の作付け.病害虫と農薬の知識､勢 

定と摘果の知識.収穫の時期.収穫の注意事項､梱包技術､及び 

農業経営その他 

4.販売･収支計画

(1)販売予定先

■'ご:一　一■サ

琴売先 俥ﾉZ洩ﾂ�販売単価 僣H�8ﾘ"�

インターネットでの通信販売 街道沿い売店での直売 農協に加盟し､指導を 仰ぐ �ｨｴﾂ�"假ｸ辷ﾇh枌�に準ずる ��

(2)収入計画

作物名 ��h蝎|｢�販売単価 僣B��8ﾘ"�

イチジク(14.48a) �2ﾃs�fｶr�600円/kg �"ﾃ##2ﾃc��冷�

桃(9.86a) ��ﾃC�霧r�476円錐g 田s�ﾃcォ冷�

梅(9.86a) 田SVｶr�350円/kg �##津#S�冷�

デ射jflj-(14.48a) 鉄s霧r�1000円/kg 鉄s津���冷�

キューイ(14.48a) �"ﾃ�Sfｶr�400円/kg 塔#"ﾃC��冷�

合計 �� 釘ﾃS#Bﾃ�3H冷�
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(3)支出計画

諸経費 仞�ｧ｢�積算根拠 

肥料､農薬 �3��ﾃ���冷�土壌改良済み1000kg.40'錆 

運送費 ��S�ﾃ���冷�1か月3万円×5か月(収穫期のみ) 

人件費 涛c�ﾃ���冷�時給800円×3名×4hX100日 

その他雑費 鉄��ﾃ���冷�出荷用籍.売店仮設材.燃料他 

合計 ��ﾃ���ﾃ���冷� 

(4)収支

上記(2)の合計　　上記(3)の合計

(4,524,934) - (1,910,000) - (2,614,934)円

5.資金計画

(1)営業開始に必要な支出(機械･設備･その他)

事業内容 仗Ylﾒ靱ﾉ�)9��実施時期 倬hｼiN��

運搬用具 佗�6x8�6(4���B�許可後 �#Yiﾈ冷�

耕作機 �6x8�4�5��ｳ��B�許育後 �&ﾙ�ﾈ.h.逸�?ﾂ�

(三菱マイサンD.1100FD) �0円 

管理機 �:驂ﾙZﾉkhｴ�雨ﾙ:雍�����B�許可後 �3�iﾈ冷�

動力揚水機(発動機式)1台 仍h�(ﾎ2�5d万円 

ロサトモア-(5馬力)1台 仍h�(ﾎ2�40万円 

肩掛式刈払機(2馬力)3台 仍h�(ﾎ2�30万円 

ネットその他 仍h�(ﾎ2�知人より借入 

(2)資金調達計画

15-.一丁

資金名 倬hｼikﾂ�借入時期 倆�?ﾈｧ｢�備考 

自己資本によ �.佝�8,ﾈ+ﾘ-��ｾ�+)$"�計画はありま �+�/��� 

6.その他

①許可を戴き農業に従事しましたら認定就農者申請をします｡

②千葉県農業大学校の研修科の講座を受講し実践的な知識や技術を習得するo

③販売に関しては､インターネットや直売のほか､農協に加盟し農協の直売所での出

品を依頼したり､日本ブルーベリー協会等の各業界の協会に加盟し販路の拡大をは

かる｡

④資金調達について
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貯預金並びに 員報酬(非常勤役員卜株主配当をもって充当する

ため､金融機関よりの借入は予定していません｡なお､

取締役会として通年で5回程度の出席となります｡

への勤務に

-4_
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私
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し
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代
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事
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農地賃貸借契約書

(以下r甲｣という｡)と (以下｢乙｣という｡)とは,

甲所有の別親物件目録記載の農地(以下単に､ ｢本件土地｣というd)の賃貸

借に関し､次のとおり契約を許結する｡

相　　的)

第1条　甲は､乙に対し､本件土地を賃貸することを約し､乙は､羊九を借

り受けることを約する｡

催月日的)

第2条　乙は､奉件土地を､癌として耕作するものとし､その他の目的に､

碇属してほならないや
.･ T I

ヽ

(甲の協力蔑務)　　　　　　　　　　　､

賢3条　甲は､乙が農地汝第3条所定の許可を得るための手続につき､協力

する｡

(引在り

買ヰ桑　本件土地の引渡しほ､現地において､甲から乙に対し､現実に引き

庶して､これを行うものとする｡

(野　　間〉

第5条　賃貸借の顛蘭むし･埼弟醇問とする｡
I                               '1

2　甲又は乙が､賃貸借の轟闇の括了の1年前から6か月商までの間に､
I

相手方に射して更新しない旨の通知をしないときは､賃貸借は従前と同

一の条件で更新する｡

1

(事前革羅)

第6条　乙が.､衷件土地を田にしたり､某は､採草､放牧準として使用しよ

うとするときほ､甲の事前の承認を受けなければならない匂

掴､作料)

第7条　か作料は､年額金 _朝浄円とし､乙は岳年敵目末日までに､上



以　　上

物件の目録

メ計一一一--,I.--ー~骨-0 -2･ -m7
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3.

畑　　9 8 1=''hJ

但し,詳細な範囲については､別紙実測図記載のとおり
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記金員を甲の許に､持参して支払うものとする｡

(契約解除)

第8条　乙が.本件土鴇の耕作を1年以上にわたって行わず､また､農地以

外の目的に利用したと号は,甲は､この契約の解絵を､農業委員会に対し､

申し出ることができるB

2　契約解除の申人が承落されたときは､乙は､直ちに本件土地を原状に

壊して､甲に返還しなければならない｡

(その他)

恵9琴:甲と乙は､相互に轟音をもって､この契約の履行につとめるものと

し､この菓約各条項に定めのない事項の発生したとき､又は各条項の解釈

につき疑義を生じたとき､若しくは農地陰の適用について､不明の眉の生

じたときは､相互に協力し､協議し　解釈するものとするや

以上のとおり契約したので､本書2通を作成し､甲乙各署名の上､各1適

宛これを,保有する｡

平成 年摩月
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